
ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
〜

立
川
市
国
民
健
康
保
険
第
３
期

デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画（
素
案
）

　
こ
の
計
画
は
、
立
川
市
国
民
健
康

保
険
加
入
者
の
健
康
保
持
増
進
の
た

め
、
健
診
結
果
や
診
療
デ
ー
タ
な
ど

の
健
康
・
医
療
情
報
を
活
用
し
て
、

国
民
健
康
保
険
の
保
健
事
業
を
実
施

し
て
い
く
た
め
の
も
の
で
す
。

　
こ
の
計
画
の
素
案
に
つ
い
て
、
市

民
の
皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
お
寄
せ
く

だ
さ
い
。
い
た
だ
い
た
ご
意
見
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
素
案
の
く
わ
し
い
内
容
は
、
1
月

15
日（
月
）ま
で
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の
ほ
か
、
保
険
年
金
課（
市
役
所
1

階
6
番
窓
口
）、
市
政
情
報
コ
ー
ナ

ー（
市
役
所
3
階
）、
窓
口
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
、
女
性
総
合
セ
ン
タ
ー
、

各
連
絡
所
、
各
地
域
学
習
館
等
で
ご

覧
い
た
だ
け
ま
す
。

●
ご
意
見
の
提
出
方
法
　
1
月
15
日

（
月
）〔
必
着
〕ま
で
に
、
住
所
、
氏
名
、

意
見
を
、
直
接
、
ま
た
は
郵
送
、
フ

ァ
ク
ス
、E
メ
ー
ル
で
保
険
年
金
課
・

内
線
1
3
9
0
Fax（
５
２
３
）２
１
４

５
ehoken@

city.tachikaw
a.lg.

jp

へ
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
パ
ブ
リ

ッ
ク
コ
メ
ン
ト
専
用
フ
ォ
ー
ム
も
利

用
で
き
ま
す
。

富
士
見
町
地
域
懇
談
会

　
令
和
7
年
度
か
ら
の
5
カ
年
計
画

で
あ
る
「
立
川
市
第
5
次
地
域
福
祉

計
画
及
び
第
6
次
地
域
福
祉
市
民
活

動
計
画
」
の
策
定
に
向
け
、
富
士
見

町
地
域
懇
談
会
を
開
催
し
ま
す
。
富

士
見
町
の
強
み
や
可
能
性
、
課
題
を

共
有
し
な
が
ら
、
よ
り
暮
ら
し
や
す

い
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
て
具
体
的

な
取
り
組
み
を
検
討
し
ま
す
。

対
富
士
見
町
在
住
・
在
勤
・
在
学
の

方
、
富
士
見
町
に
関
わ
り
の
あ
る
方

時
1
月
15
日
、
2
月
19
日
の
月
曜
日
、

い
ず
れ
も
午
後
7
時
～
9
時
場
滝
ノ

上
会
館
定
50
人（
申
込
順
）

申
1
月
11
日（
木
）ま
で
に
、
申
し
込

み
フ
ォ
ー
ム（
下
2
次

元
コ
ー
ド
か
ら
ア
ク

セ
ス
可
）、
ま
た
は
電

話
、
フ
ァ
ク
ス
で
立
川
市
社
会
福
祉

協
議
会
地
域
づ
く
り
係
☎（
5
4
0
）

0
2
0
0
Fax（
5
2
9
）8
7
1
4
へ

都
市
計
画
原
案
の
縦
覧
と
意
見

書
の
受
付
・
説
明
会
の
開
催

　
一
団
地
の
住
宅
施
設（
け
や
き
台

第
一
）の
廃
止
と
、
地
区
計
画
の
都

市
計
画
原
案
を
ま
と
め
ま
し
た
。
地

区
計
画
に
つ
い
て
、
縦
覧
と
意
見
書

の
受
け
付
け
を
行
い
ま
す
。

●
地
区
計
画
の
縦
覧
　
時
1
月
19
日

（
金
）～
2
月
2
日（
金
）〔
土
曜
・
日

曜
日
を
除
く
〕場
都
市
計
画
課（
市
役

所
2
階
73
番
窓
口
）

●
地
区
計
画
に
対
す
る
意
見
書
の
提

出
　
地
区
計
画
区
域
内
の
土
地
所
有

者
や
土
地
に
つ
い
て
利
害
関
係
が
あ

る
方
は
、
意
見
書
を
提
出
で
き
ま
す
。

1
月
19
日（
金
）～
2
月
9
日（
金
）

〔
消
印
有
効
〕に
、
直
接（
土
曜
・
日

曜
日
を
除
く
）、
ま
た
は
郵
送
で
都

市
計
画
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
▼

記
載
事
項
＝
①
宛
名（
立
川
市
長
宛

て
）②
標
題
「
け
や
き
台
団
地
地
区

地
区
計
画
の
都
市
計
画
原
案
に
関
す

る
意
見
書
」
③
日
付
、
住
所
、
氏
名

④
意
見

●
説
明
会
　
都
市
計
画
原
案
に
つ
い

て
説
明
し
ま
す
。
直
接
会
場
へ〔
保

育
を
希
望
す
る
方
は
1
月
12
日（
金
）

ま
で
に
、
電
話
、
フ
ァ
ク
ス
、
E
メ

ー
ル
で
都
市
計
画
課
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
〕時
①
1
月
26
日（
金
）

午
後
7
時
～
8
時
②
1
月
27
日（
土
）

午
前
10
時
～
11
時
場
若
葉
台
小
学
校

す
ず
か
け
ホ
ー
ル
定
各
1
2
0
人

（
先
着
順
）保
若
干
名（
1
歳
～
学
齢

前
）

問
都
市
計
画
課
・
内
線
2
3
6
6
Fax

（
５
２
２
）９
７
２
５
etoshikeika

ku@
city.tachikaw

a.lg.jp

へ

株
式
会
社
ケ
ー
ヨ
ー
と
災
害

時
に
関
す
る
協
定
を
締
結

　
市
は
、
株
式

会
社
ケ
ー
ヨ
ー

と
、「
災
害
時

に
お
け
る
物
資

等
及
び
車
両
の

一
時
退
避
場
所

の
供
給
に
関
す

る
協
定
」
を
、
11
月
24
日
に
締
結
し

ま
し
た
。
こ
の
協
定
で
、
災
害
時
に

必
要
と
な
る
物
資
等
の
供
給
が
可
能

に
な
り
、
住
民
生
活
の
早
期
安
定
が

期
待
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
ケ
ー
ヨ
ー
デ
イ
ツ
ー
立
川

幸
町
店（
幸
町
2
―32
―1
）の
屋
上
駐

車
場
を
風
水
害
時
の
車
両
の
一
時
退

避
場
所
と
し
て
ご
提
供
い
た
だ
き
ま

す
。

問
防
災
課
防
災
推
進
係
・
内
線
2
5

3
1

計画素案等解説動画
YouTubeで順次公開中
各種計画等のポイ
ントを動画で分かり
やすく解説してい
ます。

基準日時点で住民登録がある自
治体にお問い合わせください

　物価高騰の負担感が大きい低所得者世帯への

負担軽減を図るため、住民税均等割非課税世帯

に１世帯当たり７万円を現金で追

加支給します。くわしくは市ホー

ムページをご覧ください。

■給付対象者

　次の２つの条件を満たす必要があります※。

▶令和５年12月１日時点で立川市に住民登録が

あること▶世帯全員の令和５年度分の住民税均

等割が非課税であること

■給付額　１世帯当たり７万円

■給付方法

●今年度に実施された電力・ガス・食料品等価
格高騰重点支援給付金（3万円）を立川市で受給
した世帯
　申請等の手続きの必要がない「支給のお知ら

せ（はがき）」を12月26日㈫に発送します。内

容を確認の上、受給口座の変更や受給を辞退す

る場合は１月10日㈬までにコールセンターへ

ご連絡ください。

　振込日（初回振り込み）は１月23日㈫を予定

しています。

住民税均等割非課税世帯の方へ
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金（追加分）を支給します

●上記以外で対象となる世帯
　１月中旬以降に順次「支給要件確認書」を発

送します。記載されている口座情報等を確認の

上、４月30日㈫〔消印有効〕までに、返送して

ください。

　不備のない書類を受理した日から、おおむね

21日後に振り込みます。

■注意事項　▶家計急変世帯、住民税均等割の

み課税世帯は対象となりません▶申請に不備な

どがあると給付が遅れることがあります▶世帯主

の委任がある場合を除き、原則世帯主以外の口

座には振り込みができません▶令和５年１月１

日以降２回以上転居されている方等、市におい

て課税状況が分からない方を含む世帯は申請が

必要となります▶配偶者等からの暴力を理由に

12月１日時点で避難している方は、手続きによ

り給付金を受け取れる場合があります。お早め

にご相談ください▶給付金を装った詐欺にご注

意ください

問電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付
金（追加分）コールセンター・内線2642〔土曜・
日曜日、祝日、年末年始を除く、午前８時30分

～午後５時〕

今年度に実施された電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金（３万円）を立川市で受給しましたか？

いいえ

1世帯当たり7万円

12月下旬に「支給のお知らせ」を発送します。受
給口座の変更や受給を辞退される場合は、令和６
年１月10日（水）までにご連絡ください

１月中旬以降順次、「支給要件確認書」を発送し
ます。記載されている口座情報等を確認の上、返
送してください

はい

はい

はい

今回の給付金は対象外です

いいえ

いいえ
世帯全員の令和５年度分の住民税均等割が非課税ですか？

基準日（令和５年12月１日）時点で立川市に住民登録がありましたか？

※条件を満たしていても、住民税が課税されている方の扶
養親族等のみからなる世帯は支給の対象とはなりません。

2

受け付け） 問問い合わせ Faxファクス e Eメール HPホームページ

令和5年（2023年）12月25日

こまめな換気や手洗いなど、 感染症の予防にご協力をお願いします。

電子申請は、「立川市電子申請ポータルサイト」で申請できます（右２次元コードからアクセス可）


